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補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の 
処分制限期間告示の改正等について 

 
 このことについて、厚生労働省から通知がありましたので、御了知願いま

す。 
なお、県費補助分につきましても、この通知を準用して取扱いますので御

承知おきください。 
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